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新 旧 備考 

中小企業輸出代金保険運用規程 

 

平成１７年４月１日 05-制度-00031

沿革 平成 17 年９月 16 日 一部改正

平成 18 年３月 20 日 一部改正

平成 19 年５月 10 日 一部改正

平成 19 年６月 21 日 一部改正

平成 20 年３月 21 日 一部改正

平成 20 年９月 19 日 一部改正

平成 21 年９月 29 日 一部改正

 

第１条～第２条 （略） 

 

（保税工場に移入れした貨物の取扱い） 

第３条 外国からの貨物を関税法（昭和２９年法律第６１号）

において税関長の承認を受けて保税工場に移入れしたと日本

貿易保険が認める貨物の輸出に係る契約は、約款第２条に規定

する輸出契約に該当するものとする。 

 

 

第４条～第21条 （略） 

 

   

 附 則 

この改正は、平成２１年１０月１日から実施する。 

中小企業輸出代金保険運用規程 

 

平成１７年４月１日 05-制度-00031

沿革 平成 17 年９月 16 日 一部改正

平成 18 年３月 20 日 一部改正

平成 19 年５月 10 日 一部改正

平成 19 年６月 21 日 一部改正

平成 20 年３月 21 日 一部改正

平成 20 年９月 19 日 一部改正

 

 

 

第１条～第２条 （略） 

 

（保税工場に移入れした貨物の取扱い） 

第３条 外国からの貨物を関税法（昭和２９年法律第６１号）

第６２条において準用する同法第４３条の３第１項の規定に基

づく税関長の承認を受けて保税工場に移入れした貨物の輸

出に係る契約は、約款第２条に規定する輸出契約に該当するも

のとする。 

 

第４条～第21条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


